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島
根
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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島
根
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
四
条
及
び
第
五
条
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
七
条
中

｢

第
十
号
及
び
第
十
五
号｣

を

｢

第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十

四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
に
、
第
十
六

号
を
第
十
五
号
に
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

第
十
号
及
び
第
十
五
号｣

を

｢

第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及

び
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に
改
め
、

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
九
条
第
三
項
中

｢

き
い
て｣

を

｢

聴
い
て｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

別
記｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

す
み
や
か
に｣

を

｢

速
や
か
に｣

に
改
め

る
。第

十
六
条
第
一
項
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
十
七
条
中

｢

す
み
や
か
に｣

を

｢

速
や
か
に｣

に
改
め
、

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
中

｢

す
み
や
か
に｣

を

｢

速
や
か
に｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

き
く｣

を｢

聴
く｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中

｢

き
く｣

を

｢

聴
く｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中｢

こ
え
る｣

を｢

超
え
る｣

に
、｢

少
く
と
も｣

を｢

少
な
く
と
も｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中

｢

こ
え
る｣

を

｢

超
え
る｣

に
、

｢

こ
え
な
い｣

を

｢

超
え
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
三

項
中

｢

少
く
と
も｣

を

｢

少
な
く
と
も｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

き
く｣

を

｢

聴
く｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中

｢

き
く｣

を

｢

聴
く｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
漁
業
種
類
の
い
か
釣
漁
業
の
欄
中

｢

チ｣

を

｢

リ｣

に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
四
十
六
条
中

｢

こ
え
る｣
を

｢

超
え
る｣

に
改
め
る
。
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規
則
第
一
一
〇
号)

一

規
則
の
概
要

�

さ
し
網
漁
業
、
し
き
網
漁
業
、
つ
け
漁
業
、
固
定
式
さ
し
網
漁
業
、
ひ
き
縄
釣
漁
業
及
び
す

く
い
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
漁
業
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と

し
、
あ
し
か
漁
業
に
つ
い
て
は
漁
業
許
可
の
対
象
か
ら
削
除
し
た
。

(
第
七
条
関
係)

�

そ
の
他
規
定
の
整
理

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
一
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
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町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

第
四
十
七
条
の
見
出
し
中

｢

非
漁
民｣

を

｢

遊
漁
者｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

歩
行｣

を
削
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

別
記｣

を

削
り
、
同
条
第
六
項
中

｢

行
な
つ
て｣

を

｢

行
つ
て｣

に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中

｢

漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶｣

を

｢

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者｣

に
、

｢

当
該

船
舶｣

を

｢

当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
船
舶｣

に
、

｢

行
な
わ
せ
る｣

を

｢

行
わ
せ

る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
項
中

｢

こ
え
な
い｣

を

｢

超
え
な
い｣

に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中

｢
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶｣

を

｢

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者｣

に
、

｢

当
該
船

舶｣

を

｢

当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
船
舶｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め

る
。第

五
十
一
条
第
一
項
中｢

船
舶
が｣
を｢
漁
業
者
が｣

に
、｢

に
使
用
さ
れ
た｣

を｢

を
営
ん
だ｣

に
、

｢

当
該
船
舶
に
よ
り
漁
業
を
営
む
者
又
は
当
該
船
舶｣

を

｢

当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係

る
船
舶｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

こ
え
な
い｣

を

｢

超
え
な
い｣

に

改
め
る
。

第
五
十
二
条
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢

も
つ
ぱ
ら｣
を
｢

専
ら｣

に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
、
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海

事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

様
式
第
十
二
号
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
。

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ
の
信
号(

短
音
一
回
、
長
音
一
回
、
短
音
二
回)

を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
。

三

投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号

(

短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回)

を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て

連
続
し
て
行
う
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中

｢

長
声｣

を

｢

長
音｣

に
、

｢

約
四
秒
か
ら
六
秒
ま
で
の
音
響
又
は
せ
ん
光｣

を

｢

約
三
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は
投
光｣

に
、

｢

短
声｣

を

｢

短
音｣

に
、

｢

約
一
秒
時
の
音
響
又
は

せ
ん
光｣

を

｢

約
一
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は
投
光｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中

｢

別
記｣

を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
様
式
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
の
様
式
中｢殿

｣

を

｢様
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
の
備
考
の�

中

｢政
府
間
海
事
協
議
機
関
が
｣

を

｢国
際
海
事
機
関
の
｣

に
改
め
る
。

�
�

�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
島
根
県
漁
業
調
整
規
則

(

以
下

｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可

(

旧
規
則
第
七
条
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、

第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
の
漁
業
に
限
る
。)

を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
十
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
許
可
証
に
当
該
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
名
、
漁
船
登
録

番
号
、
総
ト
ン
数
並
び
に
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数

(

以
下

｢

船
舶
の
船
名
等｣

と
い
う
。)

が

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
調
整
規
則

(

以
下

｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
船

舶
ご
と
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

�

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可(

旧
規
則
第
七
条
第
五
号
、
第
六
号
、

第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
の
漁
業
に
限
る
。)

を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
旧

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
使
用
船
舶
の
船
名

等
が
、
現
に
当
該
者
が
使
用
し
て
い
る
船
舶
の
使
用
船
舶
の
船
名
等
と
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
旧
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
な
い
者
が
受
け

て
い
る
許
可
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
か
ら
二
月
以
内
に
お

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
旧
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了

す
る
ま
で
は
、
書
換
え
後
の
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
船
舶
の
船
名
等
に
つ
き
、
新
規
則
第
七
条
の
規
定

に
よ
り
当
該
船
舶
ご
と
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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